	「肝臓移植に関する医療」の追加に伴う自立支援医療機関

（更生医療・育成医療）の指定について


このたび，平成２２年４月から身体障害者手帳の交付対象に肝臓機能障害が追加されることとなりました。これに伴い，自立支援医療（更生医療・育成医療）の対象に，「肝臓移植に関する医療」が追加されます。
つきましては，自立支援医療（更生医療・育成医療）機関の指定手続きを，下記の要領で開始しましたのでお知らせいたします。
１　審査基準（肝臓移植に関する医療）
　　○医療機関
　　　　肝臓移植術：診療報酬の施設基準を満たす施設

　　　　抗免疫療法：肝臓移植後の抗免疫療法の実績のある施設又は実績がある施設と連携体制のある施設

　　○担当する医師

　肝臓移植術：生体部分肝移植術又は同種死体肝移植に関する臨床実績が３例以上

　抗免疫療法：肝臓移植後の抗免疫療法の実績のある者又は十分な臨床実績がある者と連携できる者
＊担当する医師については，医療機関における常勤の医師であり，医療の専門科目につき，適切な医療機関における研究，診療従事年数が，医籍登録後，通算して５年以上あること。
２　申請書類
　　（共通書類）

・指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）指定（変更）申請書（様式１－１）
　　・経歴書（別紙１）　
・医師免許証の写し

・自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要（別紙２）
・研究内容に関する証明書（別紙３）　
・病院の平面図

・医療機器の写真
（肝臓移植術に関する医療を担当する場合）
・移植関係学会合同委員会において，肝臓移植実施施設として選定された施設であることを証明する書類の写し又は「特掲診療科の施設基準等」（平成２０年厚生労働省告示第６３号）で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしている施設であることを証明する書類の写し

・肝臓移植症例申立書（様式）
・肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書（別紙８，９）

（抗免疫療法に関する医療を担当する場合）

・肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書（別紙８，９）

３　提出先

　　　医療機関所在地を管轄する市町村（障害福祉担当課）
４　その他

　　・自立支援医療の肝臓移植に関する医療の申請については，２月中に受付を開始する予定です。
５　お問い合わせ先

　　　茨城県保健福祉部障害福祉課

　　　精神保健Ｇ

　　　TEL:０２９（３０１）３３６８

